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平成２９年度事業報告

１． 検定事業等の実施状況

平成２９年度の検定事業の手数料収入は、中継器、一斉開放弁等７品目については

前年度を下回ったものの、住宅用防災警報器が前年度を大きく上回ったほか、感知器、

小型消火器等７品目についても前年度を上回った。この結果、検定事業収入としては

前年度と比較して１１．３％の増収となった。

受託事業の手数料収入は、消防用ホース、特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動

車に係る特殊消火装置、結合金具等が前年度を下回ったことにより品質評価業務が前

年度を下回った一方で、地区音響装置、特定駐車場用泡消火設備等が前年度を上回っ

たことにより認定評価業務等が前年度を上回った。この結果、受託事業収入は前年度

と比較して４．０％の増収となった。

これらの結果、事業外収入と合わせた収益は２０億２，８９５万３，９３７円とな

り前年度と比較して８．６％の増収となった。

一方、費用としては、情報システム経費の見直しを行ったこと等で経費の節減に努

めたことにより１８億３，７２８万５，７６４円の支出となり、前年度と比較して１．

３％の減少となった。

この結果、平成２９年度は当期利益金１億９，１６６万８，１７３円を計上した。

（１） 検定事業

検定事業収入は、１５億６，７２１万１，４６１円であり、前年度と比較して１

１．３％増、金額として１億５，９１３万９，５４０円の増収となった。

ア 型式試験

型式試験の件数は１８２件（前年度差５２件増）、手数料収入は９９５万４,２

００円（前年度比３０．０％増、２２９万８，９００円増）となり、収入は前年

度より増加した。

件数が増加した主な品目は、発信機（前年度差３２件増）、感知器（同２７件増）

及び中継器（同１９件増）で、減少した主な品目は、小型消火器及び閉鎖型スプ

リンクラーヘッド（共に前年度差６件減）であった。

イ 型式変更試験

型式変更試験の件数は２５件（前年度差３７件減）、手数料収入は５８万５，９

５０円（前年度比４７．０％減、５１万９，７００円減）となり、収入は前年度
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より減少した。

件数が増加した主な品目は、中継器（前年度差３件増）で、減少した主な品目

は流水検知装置（同２８件減）及び小型消火器（同１０件減）であった。

ウ 型式適合検定

型式適合検定の数量は２,７０８万５，８９８個（前年度比１９．０％増）、手

数料収入は１５億５，６６７万１，３１１円（同１１．２％増、１億５，７３６

万３４０円増）となり、個数及び収入ともに前年度より大幅に増加した。

手数料収入について、増加した主な品目は、住宅用防災警報器（前年度比７０．

５％増）、感知器（同５．０％増）及び小型消火器（同３．９％増）で、減少した

主な品目は、中継器（同５．０％減）及び一斉開放弁（同２４．５％減）であっ

た。

エ 翌年度への繰り越し

未処理として翌年度へ繰り越した件数及び金額は、型式試験４３件（２０４万

７，７００円）、型式変更試験４件（１１万３，２００円）及び型式適合検定３３

９万１，２８３個（１億９，８０６万７，２１９円）の総額２億２２万８，１１

９円であった。

（２） 特殊消防用設備等性能評価

特殊消防用設備等に係る性能評価は、実績がなかった。

（３） 受託事業（受託評価及び受託試験等）

受託事業収入は４億１，７９９万４，９２２円であり、前年度と比較して４．０

％増、金額として１，５９４万５，３５７円の増収となった。

ア 品質評価

品質評価に係る手数料収入は、２億７，６４２万６，０５１円であり、前年度

と比較して５．４％減少、金額として１，５８３万８，４３７円の減収となった。

手数料収入について、増加した主な品目は、予備電源（前年度比８．８％増）、

及びエアゾール式簡易消火具（同１６．２％増）で、減少した主な品目は、消防

用ホース（同８．３％減）、特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊

消火装置（同１３．８％減）及び結合金具（同１３．５％減）であった。

イ 認定評価

認定評価に係る手数料収入は、６, ５６１万５，５５０円であり、前年度と比

較して３．２％増加、金額として２０５万９，５２５円の増収となった。
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手数料収入について、増加した主な品目は、地区音響装置（同１１．６％増）

及び特定駐車場用泡消火設備（前年度比２１．２％増）で、減少した主な品目は、

パッケージ型自動消火設備（同６４．８％減）であった。

ウ 特定機器評価

特定機器評価に係る手数料収入は、３，８９３万４，９８６円であり、前年度

と比較して１７．８％増加した。

エ 受託試験等

受託試験等に係る手数料収入は、３，７０１万８，３３５円であり、前年度と

比較して１８０．７％増加した。

オ 翌年度への繰り越し

未処理として翌年度へ繰り越した金額は、品質評価１，８９１万９，８９３円、

認定評価５３０万６，２４９円、特定機器評価２９２万４，３９５円及び受託試

験等関係３１万２，７９２円の総額２，７４６万３，３２９円であった。

２． 試験・検査業務の信頼性の確保維持向上

（１） 業務の適正な実施体制の確保充実

組織全体としてコンプライアンスの確保と厳正かつ公正な事業の実施体制の確保

に努めるため、公平・公正な型式適合検定等を行っているかどうかを確認するため

の抜打確認、外部講師によるコンプライアンスに係る内部研修並びに不良品流出時

の措置及び合格表示方法に関する規程の整備を行った。

また、地震災害時に業務への影響を最小限にとどめるため、事業継続計画に基づ

き、職員の安否確認訓練を抜き打ちの形態により実施したほか、駆けつけ要員訓練、

災害対策本部運営訓練、救護訓練等を実施し、改善点の洗い出し及びその対策を行

った。

さらに、型式試験、型式評価等に使用している試験設備・機器等のうち、中央試

験場に設置されているものについて耐震補強を実施した。

（２） 試験施設・設備の整備

試験施設・設備等整備中期計画に基づき、試験施設関係では、消火散水試験場散

水試験室移動天井等の改修、機械総合試験場避難器具試験室の空調設備の改修など

を行い、試験設備関係では、感知器の再用性試験機、受信機等の変圧器温度上昇試

験機、動力消防ポンプのポンプ放水量測定設備等の整備により、試験の精度の確保
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に努めた。

また、試験施設等の長期的な整備を実施するための試験施設等整備計画（長期計

画）に基いて、スプリンクラー散水試験場建設のための消防大学校プール跡地の借

用手続きを進めるとともに基本設計を行った。

（３） 試験品質・検査品質の確保維持向上

国際規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５試験品質システム」に適合する認定試験所

として信頼性の高い試験データの確保・提供を行うため、品質方針及び品質目標を

掲げ、それを遵守しながら試験業務を遂行するとともに、測定機器等の校正、内部

監査、マネジメントレビューなどの実施により、試験品質システムの維持・向上に

努め、その結果、認定機関の更新審査において、認定が継続されることとなった。

また、検査品質の信頼性を高めるために、職員の検査技術の向上に努めるととも

に、製品認証機関の国際基準「ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０６５」に基づくマネジメント

システムを構築する作業を進めた。

（４） 職員教育研修の充実

試験・検査の信頼性を確保するため、コンプライアンス、消防用機械器具等に関

する規格基準、試験・検査方法等に関する内部研修資料の充実に努めるとともに、

消防大学校への研修派遣、品質管理や測定等試験技術に係る外部研修等への積極的

参加により職員の知識及び技術力の向上を図った。

さらに、コンプライアンスの一環として、ハラスメント防止研修を、管理職を含

めた全職員に対して行った。

また、受託評価業務等における品質管理体制等の審査を適切に実施するため、品

質マネジメントシステム審査員等の養成に努めた。

３． 消防用機械器具等の調査、普及等

（１） 消防用機械器具等の性能、機能に関する調査

消防機関と連携して、火災時における消防用機械器具等の使用・作動状況、奏功

・不奏功事例等を調査し、その分析及び調査報告を行った。

さらに、総務省消防庁からの受託事業として、『連動型住宅用火災警報器を活用し

た小規模飲食店等を含む隣接建物間での火災早期覚知の方法に関する検証事業』を

行った。

（２） 住宅防火対策の普及対応

本格的な高齢者社会を迎え、高齢者等を中心とした住宅火災による死者数の低減
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を図るため、関係機関と連携して住宅用消火器等の設置推進、住宅用防災警報器の

設置効果に関する調査研究、適正な維持管理方法の推進に関する情報提供等を行い、

住宅防火対策の普及・推進に貢献した。

（３） ＩＳＯ／ＴＣ２１への対応

消防器具のＩＳＯ規格の作成に関し、ベルリン市（ドイツ）で開催された国際会

議のＩＳＯ／ＴＣ２１総会、各ＳＣ（分科会）及びＷＧ（作業部会）並びに国内の

ＴＣ委員会等に出席し、関係機関との連携により日本の意見を反映させるために建

設的な提案を行うとともに、国際的な動向の把握に努めた。

また、負担金の拠出や職員を派遣することで、ＩＳＯ／ＴＣ２１協議会への支援

を行った。

（４） ＡＦＩＣ活動への参加

アジア地域における消防検査機関の相互理解と情報交換という趣旨で設立された

ＡＦＩＣ（アジア防火検査協議会）の活動に参加しており、ベトナムで開催された

第９回総会及び事務レベル会議に出席し、アジア地域の消防関係の試験・検査機関

と連携を図り、情報収集等に努めた。

４． 協会業務に関する情報提供・広報の充実等

（１） 消防用機械器具等に関する技術情報の提供の充実

使用者・利用者をはじめ消防関係機関の関係者に対し、当協会が実施している検

定対象機械器具等の試験・検査に関する情報、特殊消防用設備等の評価結果並びに

調査研究及び試験に関する技術情報について、ホームページ及び機関誌により公表

するとともに、全国消防長会及び消防本部が開催する委員会、講習会等に協会職員

を講師として派遣し、検定制度や消防用機械器具等に関する技術情報の直接提供を

行った。さらに、法令改正等に伴う変更内容の周知を図るため、関係団体と共に、

消防用機械器具等の製造販売者を対象とした研修会（消防機器等に関する研修会）、

消防職員を対象とした講習会（予防技術講習会）を開催するなど、幅広く情報提供

に努めた。

（２） 展示会等外部情報提供の充実

神戸市で開催された第１７回レスキューロボットコンテストを引き続き協賛し、

出展を行ったほか消防防災ロボット技術の動向に関する情報収集に努めるとともに、

科学技術週間にあたり消防庁消防大学校・消防研究センター等とともに一般公開を

行うなどした。これらにより、使用者・利用者をはじめ消防関係機関の関係者、一
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般の方々に対し、対面により、当協会の業務、消防用機械器具等に関する情報提供

を行った。

以 上




